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１．資料編について 

本資料編は、清水港みなと機能継続計画（案）を補完するため、参考となる資料をと

りまとめたものである。
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２．緊急物資・コンテナ輸送の機能回復について（新興津岸壁）

機能回復目標（案）では、岸壁水深が大きく港口に位置し、緊急輸送路との接続も良

好な大水深の耐震強化岸壁である新興津岸壁にてコンテナターミナルが復旧するまで

の間、緊急物資輸送に使用し、のちに同岸壁をコンテナ輸送に使用するとしてる。

ここでは、Ｌ１、Ｌ２それぞれのケースでの新興津岸壁の応急復旧等の段階が分かる

よう、図表等を掲載する。

２－１ Ｌ１地震･津波時の新興津岸壁の機能回復目標、応急復旧

新興津岸壁の機能回復目標（Ｌ１） 

地震 

･津波 

対象 

貨物 
考え方 

目標復旧時期 
（発災後の時期） 

復旧水準 
（施設数） 

Ｌ１ 

緊
急
物
資

３日後までに新興津１号岸壁

を含む５岸壁以上を使用可能

とする。 

３日後 
５岸壁以上 

（新興津１号 

を含む） 

コ
ン
テ
ナ

免震ガントリクレーン２基を

応急復旧し、新興津コンテナタ

ーミナルを暫定供用する。 

２週間後 
１岸壁 

２ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ
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２－２ Ｌ２地震･津波時の新興津岸壁の機能回復目標、応急復旧

新興津岸壁の機能回復目標（Ｌ２）

地震 

･津波 

対象 

貨物 
考え方 

目標復旧

時期 
（発災後 

 の時期） 

復旧水準 
（施設数） 

Ｌ２ 

緊
急
物
資

第一 

段階 

３日後までに新興津１号岸壁

と興津１・２号岸壁を使用可能

とする。 

３日後 
３岸壁 

（新興津 1号、 

 興津 1・2号） 

第二 

段階 

５日後までに興津１１・１２号

と日の出４・５号岸壁を使用可

能とする。 

５日後 ７岸壁 

コ
ン
テ
ナ

第一 

段階 

ﾔｰﾄﾞの一部の応急復旧を２週

間で完了、ｶﾞﾝﾄﾘｸﾚｰﾝの代替とし

てｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ等を導入し、新興津

１号岸壁を使用して内航ｺﾝﾃﾅか

ら供用再開する。 

２週間後 
１岸壁 

２ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

第二 

段階 

免震ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ２基を復旧し、

外航ｺﾝﾃﾅの荷役を開始する。 

内航ｺﾝﾃﾅは袖師ＣＴで取扱い

を開始する。 

３ヶ月後 

２岸壁 

２ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 

２ｶﾞﾝﾄﾘｰｸﾚｰﾝ 
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３．事前対策の参考資料

１）揚収物や被災貨物・コンテナの仮置場の候補地の検討

貝島地区廃棄物処理用地

・津波により大量のコンテナや自動車、ガレキ等が流出した場合、航路啓開での揚収物や被災コンテ
ナ、ガレキ等の仮置場が確保できないと、航路・道路の啓開作業、コンテナターミナル復旧に支障を
きたす。

・揚収物、被災コンテナ、ガレキ等の仮置場を貝島地区廃棄物処理用地等に確保することを検討する。
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震災後の高砂コンテナターミナル

出典：港湾第88巻第11号（H23.11）・12号（H23.12）

【仙台塩釜港における被災コンテナ処理】

H23年6月 ○宮城県が処理方針決定し船社に通知

所有権の放棄を前提に
宮城県が処理

荷主又は船社の自己負担で処理

（ただし、費用請求を前提に宮城
県に処理を委託することも可）

8月中旬

③コンテナターミナル内の
被災コンテナ

○所有権放棄書類の提出

○被災コンテナの処理作業開始

10月 約500本（全体の約11％）処理
その後も引き続き作業

①航路啓開で引き揚げられたコンテナ

②海岸・離島に漂着したコンテナ

・被災コンテナの処理は、原因者負担が原則であるが、大量にコンテナが被災・流出した場合については、
港湾管理者が処理の代行等の支援を行うことを検討する。
・被災コンテナ処理の手順や必要な手続き、役割分担等について整理しガイドラインを作成する。

課 題
・県が処理方針を決定するまでに３ヶ月を要した。

・散乱した被災コンテナの特定と被災状況の把握
に多大な労力を要する。

・処理するためには所有者の意思を確認しなけれ
ばならないため、多大な労力がかかる。

・通関前の貨物を処分するためには、通関手続き
が必要になり、見極めと手続きに時間がかかる。

２）被災コンテナの処理

３）広域的な連携体制の整備

【中部地方整備局港湾空港部の災害時協力協定締結状況】

・中部地方整備局と駿河湾「くまで」作戦の検討を進める。

・中部地域や全国的な建設団体の支援要請等、中部地方整備局との連携体制を強化する。

名称 内容 締結者

災害時又は事故発生時における中
部地方整備局所管施設（港湾空港
関係に限る）の緊急的な応急対策
業務に関する協定書

地震・台風等の異常な自然現象等又は事故に
よる中部地方整備局（港湾空港関係に限る）所
管施設における災害時又は事故発生時の緊急
的な応急対策業の実施に関する協定

中部地方整備局 副局長
社団法人日本埋立浚渫協会中部支部長
社団法人日本海上起重技術協会中部支部長
中部港湾空港建設協会連合会会長

災害時における中部地方整備局所
管施設の緊急的な応急対策業務に
関する協定書

地震・台風等の異常な自然現象等による中部
地方整備局所管施設における災害時の緊急的
な応急対策に関する調査・設計業務の実施に
関する協定

中部地方整備局 副局長

一般社団法人海洋調査協会会長

災害時における中部地方整備局所
管施設の緊急的な応急対策業務に
関する協定書

地震・台風等の異常な自然現象等による中部
地方整備局所管施設における災害時の緊急的
な応急対策に関する調査・設計業務の実施に
関する協定

中部地方整備局 副局長

社団法人日本潜水協会会長

災害時における中部地方整備局所
管施設の緊急的な応急対策業務に
関する協定書

地震・台風等の異常な自然現象等による中部
地方整備局所管施設における災害時の緊急的
な応急対策に関する調査・設計業務の実施に
関する協定

中部地方整備局 副局長

一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会会
長

災害時における伊勢湾浮体式係留
施設の緊急出動業務に関する協定
書

地震・台風等による災害時の緊急時における支
援活動の一環として浮体式防災基地を出動す
る場合の、曳航、係留等出動業務の実施に関
する協定。

国土交通省中部地方整備局副局長

社団法人日本埋立浚渫協会 中部支部長
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４）電気設備の津波対策

●東日本大震災の被災事例

・受変電設備が津波により浸水すると、応急
措置での対応が難しくキュービクルの新規製
作・交換が必要となり復旧に時間を要する。

出典：平成２５年度電気安全セミナー資料（H25.7中国四国産業保安監督部）

【津波対策の事例（嵩上げ）】

【キュービクルの被災事例】

外箱

キュービクル

●津波対策

・想定される浸水深よりも上の高さに嵩上げ
するか、建物の上階に移設する。

出典：キュービクル式高圧受電設備被災時における対応事例
（H24.7 SP盤標準化協議会）

５）航路啓開におけるチップ等の浮遊物対策

【東日本大震災における事例】

○漂流物による船舶の被災事例

・漁業取締船が、地震発生後、避難時にエ
ンジンを使って乗揚げ回避を試みた際、
漂流物（チップ）が海水吸入口に詰まって
エンジンが停止し、津波に流された。

・漂流物に当たりプロペラとシャフトを曲損
した。

出典：大地震及び大津波来襲時の航行安全対策調査報告書
（H24.3日本海難防止協会）

○航路啓開における漂流物対策

・石巻港では、大量の原木が漂流し、航路啓開作
業の妨げとなった。そこで、シルトフェンスを展張
し、漂流物を封じ込め、これにより短期間で岸壁
を供用開始することができた。

出典：東北地方整備局HP

・作業船の航行の支障にならないよう、チップ等の漂流物を囲い込むシルトフェンス等を配備する。
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６）港湾施設の耐震化

崇徳橋
（躯体補強、沓座拡幅済。
落橋防止装置､変位制限置の
補強等工事をH26年度から予定）西浜橋

沓座拡幅済。崇徳橋､清見橋
に引続き耐震化予定

清見橋
沓座拡幅済。躯体､落橋防止
装置､変位制限装置の補強等
工事をH27年度から予定

新袖師橋
耐震補強済

橋梁（耐震補強済み）

橋梁（耐震補強計画中）

耐震補強岸壁と緊急輸送路
を結ぶ臨港道路（緊急輸送路）

①臨港道路橋
・平成26年度以降、耐震補強未実施の橋梁の耐震補強を実施する。
②臨港道路の液状化対策
・耐震強化岸壁と緊急輸送路を結ぶ臨港道路の液状化対策を実施する。

６）港湾施設の耐震化

③上屋

耐震補強が実施されていない日の出埠頭４、５号上屋と興津２、３、４、６、７号上屋は、
港湾計画に基づく港湾の再編整備に伴い以下の対応を行う。

２号上屋

３号上屋

４号上屋

６号上屋

７号上屋

４号上屋 ５号上屋

日の出埠頭 興津第１・第２埠頭

○日の出４、５号上屋

・日の出４、５号上屋は、港湾計画において交流厚生用
地への用途変更を計画。
・別地区での代替施設（上屋）の整備時に、撤去予定。

・これらの上屋では、撤去までの間は、安全策（緊急地
震速報機器の設置（済））を実施。

○興津２、３、４、６、７号上屋

・興津２、３、４、６、７号上屋は、港湾計画において興津
第１、第２埠頭間を埋立て、コンテナふ頭に再編する
際に撤去予定

・これらの上屋では、撤去までの間は、安全策（緊急地
震速報機器の設置（済））を実施。
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７）コンテナの流出防止対策

・Ｌ２津波では、コンテナターミナルから大量のコンテナが水域や陸域に漂流する恐れがある。

・荷役作業の障害にならないよう配慮しつつ、コンテナターミナルの周囲にコンテナ流出防止柵等を
設置する。

須崎市の防護柵
木材の市街地への流入防止を目的に設置。杭高4.5m。

出典：須崎市HP

７）コンテナの流出防止対策

十勝港の漁港区の危険物タンク周辺の漂流物対策施設
漂流物が衝突した際の火災や油流出を防止するために設置。

出典：北海道開発局HP

８）危険物取扱施設の津波対策

・危険物取扱施設のタンクや配管への漂流物の衝突を防止するため、防護柵を設置する。
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９）港湾と広域物資拠点間の輸送体制の強化

①港湾と広域物資拠点間の緊急輸送体制の強化

・静岡県は、中部運輸局の指導を踏まえ、災害時の緊急物資輸送について、港湾と広域物資拠
点間の輸送も含めた協力協定を、静岡県トラック協会、静岡県倉庫協会と締結する予定。

静岡県トラック協会・・・ トラック輸送を実施

静岡県倉庫協会・・・・・ 荷役の専門家としての輸送支援＋倉庫の緊急物資保管への提供

②広域物資拠点における荷役体制の強化

・静岡県は、従前より、広域物資拠点での荷捌きの援助について、日本通運㈱等と協定を結んで
いたが、今後、物流のプロに荷捌きのコントロールを任せることを検討中。

10）地盤隆起後の大水深バース整備の検討

・1854年に発生した安政東海地震（M8.4）では、静岡県中部で地盤が隆起した。
・東海・東南海・南海地震、南海トラフ巨大地震でも地盤が隆起する可能性があり、その場合は、岸壁
や航路の水深が不足し、大型船の入港が困難となる。

・地盤が隆起した場合は、興津第１・第２埠頭間への大水深岸壁または増深可能な構造の岸壁（矢板
式等）の整備、もしくは、貝島地区への大水深岸壁の整備を検討する。

貝島地区

興津第１・第２埠頭間
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11）代替港湾の検討

・東日本大震災では、北関東と東北太平洋側のコンテナ港湾が機能停止し、京浜港や日本海側の港
湾を使用した代替輸送が行われた。

・南海トラフ巨大地震でも広域災害となり、伊勢湾や大阪湾の港湾が同時被災する恐れがあり、日本
海側や東北の港湾も含めた全国的なバックアップが必要となる。

・大規模災害時には、大量の貨物を代替輸送するため、代替港湾における施設や荷役体制、貿易手
続き等の体制の確保、被災港湾と代替港湾の連携や全国的な支援体制等が必要となる。

・今後、国の協力を得ながら、広域災害時の代替港湾の検討を行う。

【北陸地域国際物流戦略チームの取組】

国 北陸地域国際物流戦
略チーム
（北陸地方整備局、
北陸運輸局他主催）

・首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生時に、北陸の港湾に
よる太平洋側港湾のバックアップの検討を行っている。
・平成25年度には、名古屋と東京で代替輸送訓練を実施、これの結
果を踏まえ「代替輸送手引書（案）」を荷主企業や物流関係者へ配
布する予定。

港湾管理者
間の協力協
定

伏木富山港・名古屋港 平成23年7月基本合意。災害時の協力体制を構築。

伏木富山港・苫小牧港 平成23年7月基本合意。災害時の協力体制を構築。

室蘭港・苫小牧港・小樽
港・石狩湾新港・白老港

平成24年4月協定締結。船社や荷主等が代替利用を判断するため
の情報収集伝達や、被災港の港湾管理機能や早期復旧等に資する
人的支援を行う。

港湾関係者 名港海運㈱・伏木海陸運
送㈱

平成24年協定締結。大規模災害時に取り扱えなくなった貨物を、2社
の間で相互に優先的にバックアップ。

【代替港湾の取組事例】
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４．災害関係各種協定・覚書 

４－１ 災害関係の各種協定 

清水港において、地震・津波発生後の被災状況調査、応急復旧工事、緊急物資対応等への

適用が予想される災害協定を整理した。 

１） 建設関係団体等との協定 

清水港管理局または県土木防災課が締結している清水港管理局所管施設を含む施設に係

る協定の概要を下表に示す。 

担当部署 協定締結先 主な内容 摘要 

清水港管理局 清水建設業協会 
清水港管理局所管施設の被災状

況調査･報告、応急復旧工事 

P14 に 協

定書を掲

載 

県土木防災課 静岡県建設業協会 
地区建設業協会（清水建設業協

会）との協定の補完 
※ 

県土木防災課 
日本海上起重技術協会中部支部 

日本建設業連合会中部支部 

県交通基盤部所管施設の応急復

旧工事等 
※ 

県土木防災課 
日本橋梁建設協会 

PC建設業協会中部支部 

県交通基盤部所管橋梁の被災状

況調査･報告､応急復旧工事等 
※ 

県土木防災課 
静岡県建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会 

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ協会中部支部 

県交通基盤部所管施設の設計等

業務 
※ 

県土木防災課 静岡県測量設計業協会 
県交通基盤部所管施設の測量設

計等業務 
※ 

県土木防災課 静岡県電業協会 
県交通基盤部所管電気設備等の

応急復旧工事等 
※ 

県土木防災課 静岡県地質調査業協会 
県交通基盤部所管施設での地質

調査等業務 
※ 

県土木防災課 NPO法人静岡県地域づくり振興会 県管理施設の被災状況調査･報告 ※ 

清水港管理局 日本海洋調査(株) 
清水港管理局所管施設の測量･調

査等業務 

P17 に 協

定書を掲

載 

清水港管理局 清水振興協力会 
清水港管理局所管施設の被災状

況調査･報告、応急復旧工事 

P19 に 協

定書を掲

載 

※ 協定書は静岡県地域防災計画（資料の巻Ⅱ）に他の各種協定とともに記載されている。
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２） 緊急物資の海上輸送に係る協定 

清水港管理局が直接要請することはないが、物資の海上輸送に使用する船舶の協定を下

表に示す。 

担当部署 協定締結先 主な内容 摘要 

県危機対策課 静岡県内航海運組合 
海上輸送（生活必需品､資機材等）、船舶による

応援対策業務 
※ 

県水産資源課 各漁業協同組合 
漁船以外の船舶の確保が困難だった場合の海上

輸送（被災者､生活必需品､人員､資機材等） 
※ 

県危機対策課 静岡県旅客船協会 
海上輸送（被災者､食料品､生活必需品､人員､資

機材等）、船舶による支援業務 
※ 

県危機対策課 
東海汽船(株) 

神新汽船(株) 

海上輸送（被災者､食料品､生活必需品､人員､資

機材等）、船舶による支援業務 
※ 

※ 協定書は静岡県地域防災計画（資料の巻Ⅱ）に他の各種協定とともに記載されている。

３） 水域の漂流物除去、緊急物資の荷捌き等に係る協定 

水域の漂流物除去、緊急物資の荷さばき（荷おろし、仕分け、保管管理）等に係る協定

の概要を下表に示す。 

担当部署 協定締結先 主な内容 摘要 

県港湾企画課 

清水埠頭(株) 

東海曳船(株) 

春海曳船(株) 

駿河湾曳船(株) 

水域の漂流物の除去作業、緊急

物資輸送船舶の誘導等 

P22に協定書を

掲載 

県土木防災課 石油災害防止会 

水域の漂流物除去のための作業

船の提供、水域の漂流物除去の

ための作業員の動員等 

P24に協定書を

掲載 

県土木防災課 清水水先区水先人会 緊急物資輸送船船舶の誘導 
P26に協定書を

掲載 

県土木防災課 

清水港運協会 

清水港上屋利用組合 

清水海運貨物取扱同業会 

静岡県倉庫協会清水支部 

輸送船舶からの緊急物資の取り

卸し作業、搬出（ﾄﾗｯｸ積込）、保

管業務のための作用員の動員等 

P28に協定書を

掲載 
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４） その他、適用の可能性がある協定 

上屋・倉庫等の緊急的な解体が必要になった場合に県営繕企画課を通じて依頼する協定

であり、下表に示す。 

担当部署 協定締結先 主な内容 摘要 

県営繕企画課 

静岡県建設解体業団体連合会 

静岡県重機建設業工業組合 

静岡県ｸﾚｰﾝ建設工業組合 

被災建築物の緊急解体工事 ※ 

※ 協定書は静岡県地域防災計画（資料の巻Ⅱ）に他の各種協定とともに記載されている。

４－２ 災害関係の覚書 

港湾施設被災に備え、国清水港湾事務所と県清水港管理局との間で、被災施設の調査・

復旧、庁舎の一時使用等について確認をしたものである。 

関係機関 主な内容 摘要 

国清水港湾事務所 県清水港管理局 
被災施設の調査・復旧、庁舎の一時使

用等 

P31に覚書を掲

載 
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５．災害時の通信機器 

清水港みなと機能継続計画（案） 緊急物資輸送・港湾物流編 ５．事前対策で、通信手

段の確保として、協議会会員の衛星電話保有を推進するとしている。

協議会会員の具体的な衛星電話の機種の選定などに資するため、平成 26 年 7 月の津波避

難小部会で、災害時の通信手段を検討した際の資料の抜粋を次頁に掲載する。

33



H26.7.31
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5 /

160 200 /
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６．清水港の防災関係団体 

本協議会を含む、清水港における防災関係の団体についての概要を次頁に示す。
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※ 紙面の都合上、機関･団体名は省略した名称としているものがあります。

① 港内全域（海・陸）

⑦ 港内海域･荷役エリア 

⑧（県沿岸全域） 

⑥ 港内全域（油扱企業等,③④の大半と⑤も含む） 

② 港内全域（海・陸）

⑤

③④

清水港の防災関係団体一覧 
（平成27年 2月） 

⑤石油連盟海水油濁処理協力機構静岡支部

 目的：石油油濁事故時の防除体制確立・相互応援

 事務局：東燃清水油槽所(支部長) 
 構成員：会員(民間)；東燃、ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸ清水基地

        他、県内他港石油基地企業

 対象・想定期間：東燃・ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｲﾙﾈｯﾄﾜｰｸの石油流出事故時

②清水港港湾建設工事安全協議会 

 目的：協力体制の充実により､速やかな災害時の応急復旧･ 

    人命救助を可能とする。 

 所管：直轄港湾 

 構成員：顧問；直轄港湾､清水海保､労基署､清水港管理局 

     民間(会員)；海洋土木系の建設会社 17 社 

 対象・想定期間：清水港全域、津波警報解除後～ 

①清水港防災対策連絡協議会

 目的：既存防災対策の見直し､連携体制の再構築､港内防止対策の推進

 事務局：清水港管理局

 構成員：国；直轄港湾、運輸支局、清水海保

     地方；県港湾局､危機対策課､消防保安課､中部危機管理局

        清水警察署､市防災対策課､清水港振興課､消防局警防課

     民間；港運協会、内航海運組合、建設業協会、曳船会社 等

     他；県石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ特別防災区域協議会､清水港石油災害防止会

 対象・想定期間：清水港全域、通常時～地震発生～緊急物資輸送～復旧

※ 「清水港地震対策連絡会議」を基に、「清水港(袖師･興津･新興津地区)地震･津波避難 

  誘導計画策定協議会」及び「清水港新興津地区CT地震災害復旧ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定協議会」 

  を統合し平成25年7月に新たに設立

【海洋汚染防止等及び海上災害の防止に関する法律】 

⑧静岡県沿岸排出油等防除協議会

 目的：静岡県沿岸海域の流出油の防除

 事務局：清水海保 会長：清水海上保安部長

 構成員：国；清水海保、下田海保、直轄港湾、直轄河川 等

     地方；県危機管理部、土木事務所、沿岸市町 等

     民間；④、⑤、⑥、県建設業協会、清水埠頭 等

 対象・想定期間：県沿岸での大量の油流出事故時

【石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等災害防止法】 

③静岡県石油コンビナート等防災本部

 目的：特別防災区域の災害防止、拡大防止、復旧

 事務局：県消防保安課

 構成員：国；関東管区警察局、中部地整、清水海保 等

     地方；県知事(本部長)､部長･管理局長､市長･消防長

     民間：事業者(特別防災区域協議会長）、ＪＲ 等

④静岡県清水地区石油コンビナート等特別防災区域協議会

 目的：防災体制確立、石油災害の発生とその拡大防止

 事務局：鈴与㈱袖師埠頭事業部(鈴与液体物流サービス㈱) 
 構成員：国(参与)；清水海保、運輸支局、直轄港湾 等 

     地方(顧問)；県危機管理監、市長 

     民間(会員)；鈴与㈱(ｹﾐｶﾙｾﾝﾀｰ)(会長)、東燃、 

           清水LNG等 

 対象・想定期間：特別防災区域（とその周囲）の災害時 

⑦清水港台風・津波対策協議会

 目的：台風・津波等による海難事故防止、船舶安全確保

 事務局：清水海保 会長：清水海上保安部長

 構成員：国；清水海保、静岡気象台、直轄港湾

     地方；管理局、清水警察、市消防局

     民間；水先人会、船舶代理店会、専用岸壁企業、

        造船所、マリーナ 等

 想定期間：台風接近、津浪注意報･警報発令時、地震予知時

 対象：清水港水域、船舶係留･荷役域

⑥清水港石油災害防止会

 目的：港内の海上､臨海における石油災害の防止･被害軽減

 事務局：東燃清水油槽所(会長) 
 構成員：参与；市消防、清水警察署、清水港管理局、

        静岡労基、運輸支局、清水海保

     顧問；市長、清水港振興会、清水漁港振興会

     会員(民間)；東燃、清水 LNG、鈴与油槽所、J-ｵｲﾙﾐﾙｽﾞ、
日軽金、県漁協連合会、曳船三社会 等

 対象・想定期間：港内海上・臨海部の石油災害時
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